
 

○熊本県警察の公印に関する訓令 

平成１３年９月２７日 

本部訓令甲第１３号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、熊本県警察における公印の取扱いに関し必要な事項を定

めるものとする。 

（公印の種類等） 

第２条 公印の種類、規格及び備え付ける所属は、別表のとおりとする。 

（公印の管理責任者等） 

第３条 各所属に、公印管理責任者（以下「管理責任者」という。）及び公印

保管責任者（以下「保管責任者」という。）を置く。 

２ 管理責任者は、公印を備え付ける所属の長とし、公印の管理の責めに任ず

るものとする。 

３ 保管責任者は、公印を備え付ける所属の次席、副隊長、副校長又は副署長

とし、管理責任者の命を受け、公印の保管、使用その他の公印に係る事務を

処理するものとする。 

４ 保管責任者が不在のときは、管理責任者があらかじめ指名した職員がその

任務を行う。 

（公印の新調等） 

第４条 所属長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止（以下「新調等」という。）

しようとするときは、公印の新調等に係る申請書（別記様式第１号）により、

警察本部総務課長（以下「総務課長」という。）に申請しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めるとき

は、公印の新調等を行うものとする。 

 



 

（公印の登録） 

第５条 総務課長は、公印保管台帳（別記様式第２号）を備え付け、公印の印

影を登録するとともに、印影、種類その他の必要な事項を記載しておかなけ

ればならない。 

（公印の使用） 

第６条 前条の規定により登録された公印以外の印章は、公文書に使用しては

ならない。 

２ 保管責任者は、公印を使用するときは、決裁が終了した公文書であること

を確認して押印しなければならない。 

（公印印影の印刷） 

第７条 押印する必要がある公文書で、一定の字句及び内容のものを多数に印

刷する場合において、管理責任者が支障がないと認めるときは、公印の印影

を当該公文書と同時に印刷して押印に代えることができる。 

（電子印） 

第８条 電子計算機を利用して公文書を作成する場合は、当該公文書に電子計

算機に記録した公印の印影（以下「電子印」という。）を出力することによ

り、公印の押印に代えることができる。 

２ 情報システムを所管する警察本部の所属長（以下「システム所管課長」と

いう。）は、当該情報システムにおいて電子印を使用しようとするときは、

電子印使用承認申請書（別記様式第３号）を警察本部長に提出して、その承

認を受けなければならない。 

３ システム所管課長は、電子印の使用に当たっては、電子印の不正使用を防

止するための措置を講じなければならない。 

４ システム所管課長は、電子印を使用する必要がなくなったときは、速やか

に当該電子印を消去するとともに、電子印使用廃止報告書（別記様式第４号）

により警察本部長に報告しなければならない。 

 



 

※ 別表、別記様式（略） 

附 則 

１ この訓令は、平成１３年１０月１日から施行する。 

２ この訓令施行の際、現に熊本県警察の処務に関する訓令（昭和３７年熊本

県警察本部訓令第６７号）第６条の規定により登録された公印は、この訓令

第６条の規定により登録された公印とみなす。 

附 則（平成１７年５月２０日本部訓令第１０号） 

この訓令は、平成１７年５月２０日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１８日本部訓令第４号） 

この訓令は、平成２０年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月１７日本部訓令第２号） 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月１３日本部訓令第３号） 

この訓令は、平成２１年３月２７日から施行する。 

附 則（平成２３年５月２５日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成２３年５月２５日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１２日本部訓令第１号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１１月９日本部訓令第１４号） 

この訓令は、平成２８年１１月９日から施行する。 

附 則（令和６年１２月６日本部訓令第１５号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和６年１２月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の熊本県警察の公印に関す

る訓令第８条第３項の規定による申請をして電子印を使用している所属長は、

引き続き当該電子印を使用することができる。 



 

附 則（令和７年３月１３日本部訓令第６号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和７年３月３１日から施行する


